
夏
の
猛
暑
が
例
年
よ
り
厳
し
い

年
の
冬
は
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
と

の
こ
と
。
今
回
は
冬
期
の
転
倒
災

害
防
止
対
策
に
つ
い
て
考
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

冬
季
は
、
路
面
凍
結
に
よ
る
転

倒
、
自
動
車
の
ス
リ
ッ
プ
や
視
界

不
良
に
よ
る
交
通
事
故
、
暖
房
器

具
等
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
な

ど
、
特
有
の
労
働
災
害
（
冬
期
型

災
害
）
が
発
生
し
ま
す
。
特
に
転

倒
災
害
が
多
発
す
る
た
め
、
冬
は

労
働
災
害
が
最
も
多
く
発
生
す
る

季
節
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
職
場
巡
視
等
を
行
い
、

事
業
所
内
の
危
険
箇
所
を
把
握
・

特
定
し
ま
し
ょ
う
。
凍
結
が
起
こ

り
や
す
い
の
は
、
日
中
に
日
差
し

が
差
し
込
ま
な
い
駐
車
場
、
屋
外

通
路
、
建
物
出
入
口
で
す
。
こ
の

よ
う
な
箇
所
に
は
、
表
示
な
ど
を

行
っ
て
危
険
を
「
見
え
る
化
」
す

る
と
と
も
に
、
た
と
え
ば
水
分
を

拭
き
取
る
た
め
の
マ
ッ
ト
を
設
置

す
る
な
ど
、
対
策
を
講
じ
ま
し
ょ

う
。特

に
危
険
な
の
は
、
「
雪
が
積

も
っ
て
踏
み
固
め
ら
れ
た
箇
所
」

や
「
日
中
に
溶
け
た
雪
や
雨
水
が

夜
間
に
再
凍
結
し
た
箇
所
」
で
す
。

夜
に
冷
え
込
ん
だ
翌
日
の
早
朝
は
、

要
注
意
で
す
。

把
握
し
て
お
い
た
危
険
箇
所
に

つ
い
て
、
除
雪
や
凍
結
防
止
対
策

（
融
雪
剤
や
砂
の
散
布
等
）
を
行

う
こ
と
で
、
転
倒
の
リ
ス
ク
を
減

ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
必
要
な
用
具
は
早
め
に
確

保
し
て
、
使
用
方
法
を
事
前
に
確

認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

冬
の
転
倒
災
害
は
、
従
業
員
一

人
一
人
の
安
全
意
識
も
大
切
で
す
。

通
勤
時
に
は
滑
り
に
く
い
靴
を
履

く
、
時
間
に
余
裕
を
持
っ
た
行
動

を
心
が
け
て
、
小
さ
な
歩
幅
で
ゆ
っ

く
り
と
歩
く
、
転
倒
時
の
怪
我
を

軽
減
す
る
た
め
に
両
手
を
あ
け
て

お
く
な
ど
、
常
に
意
識
し
て
お
く

こ
と
が
大
切
で
す
。

事
業
所
全
体
の
安
全
に
対
す
る

意
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

冬
の
労
災
事
故
の
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

令
和
５
年
12
月
か
ら
令
和
６
年

１
月
に
か
け
て
厚
生
労
働
省
が
実

施
し
た
「
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
関
す
る
実
態
調
査
」
（
【
表
】

参
照
）
に
よ
る
と
、
パ
ワ
ハ
ラ
相

談
窓
口
を
「
設
置
・
周
知
し
て
い

る
」
と
い
う
企
業
は
全
体
の
８
割

以
上
に
達
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、

実
際
に
パ
ワ
ハ
ラ
を
経
験
し
た
労

働
者
の
う
ち
、
社
内
の
相
談
窓
口

に
相
談
し
た
労
働
者
は
５
％
未
満
、

セ
ク
ハ
ラ
を
経
験
し
た
労
働
者
で

は
３
％
未
満
と
い
う
実
態
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
驚

く
べ
き
こ
と
に
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ

ク
ハ
ラ
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
認

め
た
後
の
企
業
の
対
応
が
、
パ
ワ

ハ
ラ
で
は
「
何
も
し
な
か
っ
た
」

が
３
割
弱
と
な
っ
て
い
ま
す
。

窓
口
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
法

律
上
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
要
件

を
満
た
し
ま
す
。
し
か
し
重
要
な

こ
と
は
、
「
窓
口
が
存
在
す
る
こ

と
」
に
加
え
て
「
実
際
に
紛
争
を

解
決
す
る
こ
と
」
で
す
。

被
害
者
が
相
談
窓
口
を
利
用
す
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職
場
で
取
り
組
む

転
倒
災
害
対
策

冬
の
労
働
災
害
多
発

安
全
意
識
も
大
切

身の回りの整理・整頓を行っていますか通路、階段、出口に物を放置していませんか

床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、その都度取り除いていますか

安全に移動できるように十分な明るさ（照度）が確保されていますか

転倒を予防するための教育を行っていますか

作業靴は、作業現場に適したものを選び、定期的に点検していますか

（耐滑性のある靴は、雪や氷、粉による滑りには適用していません）

段差のある箇所や滑りやすい場所などに、注意を促す標識をつけていますか

ストレッチ体操や転倒予防のための運動を取り入れていますか

ヒヤリハット情報を活用して転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知していま

すか

ながらスマホやポケットに手を入れたまま歩くこと、手すりを持たない階段の昇降な

どを禁止していますか

天気予報に気を配っていますか

時間に余裕をもって歩行、作業を行っていますか

駐車場の除雪・融雪は万全に、出入口などにも注意していますか

職場の危険マップ、適切な履物、歩行方法などの教育を行っていますか

1

2

3

4

チェック項目（冬季用）

5

6

7

8

9

10

11

12

13

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

自主点検シート

相
談
窓
口
が
あ
っ
て
も…

信
頼
で
き
る
相
談
窓
口



る
か
ど
う
か
を
決
め
る
際
、
最
も

重
視
す
る
の
は
「
相
談
し
や
す
さ
」

で
は
な
く
、
「
相
談
し
た
後
に
本

当
に
解
決
す
る
の
か
」
「
訴
え
が

真
摯
に
受
け
止
め
ら
れ
る
の
か
」

と
い
う
点
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

自
分
が
相
談
す
る
場
合
、
信
頼
で

き
な
い
相
談
窓
口
を
利
用
し
よ
う

と
思
い
ま
す
か
。

相
談
窓
口
を
単
に
制
度
上
設
置

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
被

害
者
の
声
を
受
け
止
め
、
問
題
を

解
決
し
、
職
場
を
改
善
す
る
た
め

に
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
「
信
頼
で
き
る
相
談

窓
口
」
に
つ
い
て
、
今
一
度
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

13
日

〇
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
源
泉
徴
収
税
額
・
住
民
税
特
別

徴
収
税
額
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

20
日

○
特
例
に
よ
る
源
泉
徴
収
税
額
の

納
付
（
前
年
７
月
～
12
月
分
）

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

２
月
２
日

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
４
日
未
満
、
10
月
～
12
月

分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
保
険
料
の
納
付
（
延
納
第

3
期
分
）
［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
法
定
調
書
（
源
泉
徴
収
票
・
報

酬
等
支
払
調
書
・
法
定
調
書
合
計

票
）
の
提
出

［
税
務
署
］

○
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
（
1

月
1
日
現
在
の
も
の
）

［
市
区
町
村
］

本
年
最
初
の
給
料
の
支
払
を
受
け

る
日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申

告
書
の
提
出
［
給
与
の
支
払
者
］

○
本
年
分
所
得
税
源
泉
徴
収
簿
の

書
き
換
え
［
給
与
の
支
払
者
］
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年
末
年
始
休
暇
が
９
連
休
以
上

の
方
に
、
年
末
年
始
の
過
ご
し
方

を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
約
８
割
が

「
自
宅
で
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
」
と

の
回
答
と
の
こ
と
。

物
価
高
騰
が
年
末
年
始
の
過
ご

し
方
に
も
大
き
く
影
響
し
た
よ
う

で
す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail︓
fujita.office-1@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-644-6922

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-503

編
集
後
記

１
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

Ｑ わが社の従業員は、通勤や配達業務で自転

車を使用しています。今年４月から自転車の

交通違反に「交通違反制度（「青切符」制度）」が

導入されると聞いています。従業員に周知したいの

で、詳しく知りたいです。

Ａ 「自転車は車両（軽車両）」ということを

改めて認識することが大切です。交通ルー

ルを遵守し、相手を傷つけない、自分も傷つかな

い、思いやりを持った安全な運転を心がけること

で、自転車による交通事故を発生させない・交通

事故に遭わない状況が望ましいのですが、残念な

がら自転車の危険行為が後を絶ちません。

現在、自転車の交通違反で検挙されると、違反

者に対して多くの場合、赤切符交付により刑事手

続による処理が行われます。今回の青切符の導入

では、16歳以上の者の反則行為については、青切

符交付により、反則金納付で終了します。ただし、

一部の重大な違反は現在と変わりありません。

青切符の対象となる反則行為は１１３種類あり

ます。会社としての安全管理が求められることか

ら、警察庁や京都府が発行しているリーフレット

を活用して、改めて従業員に注意喚起してくださ

い。

自転車の交通違反制度

企業調査

労働者等

調査

調査手法：郵送調査（回答については Web でも

受付）

調査実施期間：2023 年 12月 1日～12 月 29

日

調査対象：全国の従業員 30 人以上の企業・団

体

有効回答数/発送件数：7,780件/25,000 件

（有効回答率31.1%）

調査手法：インターネット調査(調査会社の調査協

力者パネルを使用)

調査実施期間：2024 年１月11 日～１月29 日

調査対象：全国の企業・団体に勤務する20～64

歳の男女労働者及び2020～2022年度卒業で就

職活動（転職を除く）又はインターンシップを経

験した男女（いずれも経営者（自営業を含む）、

役員、公務員を除く）

サンプル数： 一般サンプル調査：8,000 名、特

別サンプル調査：①女性の妊娠・出産・育児休業

等ハラスメント1,000名、②男性の育児休業等ハ

ラスメント500名、③ 就活セクハラ1,000名

「職場のハラスメントに関する実態調査」調査実施概要【表】

✖
自転車の罰則強化


